
政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

 

  令和３年５月６日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

富山市婦中ふるさと自然公園景観整備等業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   富山市農林水産部農林事務所農地林務課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月６日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

   公益社団法人富山市シルバー人材センター 

   理事長  久 世   浩 

 

 ５ 契約金額 

   １，４５５，８００円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月７日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 大手モール運動広場清掃業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   活力都市創造部都市再生整備課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月７日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 

   公益社団法人富山市シルバー人材センター 

   理事長 久世 浩 

 

 ５ 契約金額 

   １４２，４４８円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、（公社）富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約

について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７

条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平

成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月１０日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 契約の件名 

 保健推進員感謝状筆耕 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   こども家庭部 こども健康課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月１０日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市牛島町９番４号 

   （公社）富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ６，５１８円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、特定非営利活動法人れいんぼーみさき地域活動支援センターれい

んぼーみさき から役務の提供を受ける契約について、次のとおり地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随

意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第

２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月１０日 

 

富山市長  藤 井 裕 久      

 

 １ 契約の件名 

点字の打刻作業（その１）医療費受給資格証送付用窓あき封筒 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   福祉保健部障害福祉課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月１０日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市針原中町９０５番地 

特定非営利活動法人れいんぼーみさき 

地域活動支援センターれいんぼーみさき 

 

 ５ 契約金額 

   １１，０００円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 
 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約に

ついて、次のとおり地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 2 第 1 項第 3

号の規定により随意契約をしたので、富山市契約規則(平成 17 年富山市規則第 37 号)

第 20 条の 2 第 3 号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月１１日 

     
                       富山市長 藤井 裕久 

 

１ 随意契約の件名 

 令和３年度民俗民芸村環境整備業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

 富山市教育委員会民俗民芸村 

 

３ 契約の相手方を決定した日 

令和３年５月１１日 

 

４ 契約の相手方の住所及び名称 

 富山市五福３９９４番地 

 公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 

５ 契約金額 

   草刈  単価  １２．２０８円／人（税別） 

   除草  単価   ５，８８６円／人（税別） 

 

６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第 167 条の２第 1 項第 3 号に該当するため。 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、就労継続支援事業者から役務の提供を受ける契約について、次の

とおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第

３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富山

市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月１２日 

 

富山市長  藤 井  裕 久 

  

 １ 契約の件名 

  樹木維持管理及び除草業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

    農林水産部地方卸売市場 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

    令和３年５月１２日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

    富山県富山市蜷川１５番地 

社会福祉法人けやき苑 

 

 ５ 契約金額 

    ６６０，０００円（税込み） 

 

 ６ 随意契約の理由 

    本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当

するため。 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、特定非営利活動法人れいんぼーみさき地域活動支援センターれい

んぼーみさき から役務の提供を受ける契約について、次のとおり地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随

意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第

２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月１３日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

点字の打刻作業（その２）高額療養費支給申請書（委任状）送付用封筒 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   福祉保健部障害福祉課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月１３日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市針原中町９０５番地 

特定非営利活動法人れいんぼーみさき 

地域活動支援センターれいんぼーみさき 

 

 ５ 契約金額 

   １１，０００円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、特定非営利活動法人れいんぼーみさき地域活動支援センターれい

んぼーみさき から役務の提供を受ける契約について、次のとおり地方自治法施

行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定により随

意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富山市規則第３７号）第

２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月１３日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

点字の打刻作業（その３）一部負担金助成該当者証（更新）送付用封筒 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   福祉保健部障害福祉課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月１３日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市針原中町９０５番地 

特定非営利活動法人れいんぼーみさき 

地域活動支援センターれいんぼーみさき 

 

 ５ 契約金額 

   ３０，８００円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、シルバー人材センターから役務の提供を受ける契約について、次

のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項

第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則（平成１７年富

山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月１４日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 契約の件名 

 大山行政サービスセンター植栽管理業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   大山行政サービスセンター総務課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月１４日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ２３５，８８４円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 



 

政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

 

  令和３年５月２０日 

 

富山市長  藤井 裕久 

 

 １ 契約の件名 

 富山市職業訓練センター草刈り業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   商工労働部職業訓練センター 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月２０日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益財団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ４１，７５０円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第

１６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約

規則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表

する。 

 

  令和３年５月２０日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 感謝状筆耕 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   福祉保健部生活支援課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月１８日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ２，８８８円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人 シルバー人材センターから役務の提供を受ける契

約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６

７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規則

（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月２４日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 

 １ 契約の件名 

 富山地域道路予定地草刈業務委託 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   建設部道路整備課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月１８日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ４７４，２９８円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 

 



 

政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 

 富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第３号の規定により公表する。 

 

  令和３年５月２８日 

 

富山市長  藤 井 裕 久 

 

 １ 契約の件名 

 感謝状筆耕作業 

 

２ 随意契約を締結した課室の名称 

   企画管理部企画調整課 

 

 ３ 契約の相手方を決定した日 

   令和３年５月２８日 

 

 ４ 契約の相手方の住所及び名称 

   富山市五福３９９４番地 公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 

 ５ 契約金額 

   ２，８５５円 

 

 ６ 随意契約の理由 

   本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当す

るため。 

 

 

 

 



政策目的随意契約の締結について（契約後公表） 

 
富山市が、公益社団法人富山市シルバー人材センターから役務の提供を受け

る契約について、次のとおり地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１

６７条の２第１項第３号の規定により随意契約を締結したので、富山市契約規

則（平成１７年富山市規則第３７号）第２０条の２第２号の規定により公表する。 

 
 令和３年５月２８日 

 
富山市長  藤 井 裕 久    

 
１ 契約の件名 

感謝状筆耕 

 
２ 随意契約を締結した課室の名称 
  福祉保健部福祉政策課 

 
３ 契約の相手方を決定した日 
  令和３年５月２８日 

 
４ 契約の相手方の住所及び名称 
  富山市五福３９９４番地 
  公益社団法人 富山市シルバー人材センター 

 
５ 契約金額 
   1,863 円 

 
６ 随意契約の理由 
  本契約の目的が地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に該当する

ため。 


